
質問方法等の見直しについて

現状 自民党 民主党 公明党 共産党 未来創造ちば 市民ネットワーク みんなの党 無所属

1
見直す委員会、諸会議
等

－
常任委員会
調査特別委員会

予算・決算分科会を除い
た会議。
なお議案研究は非公式
なものであり、協議の俎
上に挙げるものではな
い。

常任委員会
調査特別委員会
議会運営員会
全員協議会

予算・決算分科会を除い
た全ての会議

予算・決算分科会を除い
た全ての会議

予算・決算分科会を除い
た全ての会議

予算・決算分科会を除い
た全ての会議

常任委員会
調査特別委員会
議会運営員会
全員協議会

2 通告の有無 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

3 発言順 委員長の指名した順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順 委員長の指名順

4 発言回数 ３回 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし

5 発言形式 一括質問方式
一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

一括質問、一問一答
いずれも可

①制限を設けるのか、設
けないのか。

－

制限を設ける。
時間に制限がある方が
内容を精査した質問がさ
れるのではないか。

制限を設けない － 制限を設けない 制限を設けない 制限を設けない 制限を設けない

制限を設けない。
なお、１時間も長々と質
問するようなことを避けよ
うと合意するのであれ
ば、事例を示した上での
検討も考えられる。

②制限は設けないが、現
行の２日の審査日数で終
了しない場合が想定され
るがどうするのか。

発言時間に制限を設け
ていないが、発言回数に
より制限され１日で終了
している。

－
委員長の議事整理権で
効率的に運営する現状
のとおりで良い。

委員長の議事運営で調
整を取ることも必要では
ないか。
委員長が議事整理権を
行使できる範囲はどこま
でか。
ルール化まではしなくとも
委員全員が守るべき事
項の整理は必要ではな
いか。

委員長の議事整理権で
運営し、時間制限はもう
けない現状の扱いのとお
り。

今のままで良い。

委員長の議事整理権で
運営し、時間制限はもう
けない現状の扱いのとお
り。

委員長の議事整理権で
運営し、時間制限はもう
けない現状の扱いのとお
り。

③発言時間に制限を設
ける場合はどうするか。

－ 必要 － － － － － － －

④請願陳情意見陳述者
の招集時間の目途がた
たなくなるがどうするの
か。

概ね終了時間の目途を
たてて来庁してもらって
いる。

平日に会社を休み来庁
するため、ある程度の時
間は伝えた方がいい。

従来どおり。
導入後に問題があれば
変更する。

従来どおり 従来どおり

従来どおり。
なお、委員長の判断で請
陳審査を委員会冒頭とし
ても良い。

従来どおり

従来どおり。
なお、委員長の判断で請
陳審査を委員会冒頭とし
ても良い。

想定される課題
想定されるパターン等

6

発
言
時
間

部会資料２
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7 質問の内容
①詳細な数値等を質問
する場合がある。
②同趣旨の質問がある。

従来どおり

繰り返しの質問、攻め立
てるような質問は委員長
の議事整理権で止める
必要がある。
ただし同様な趣旨に聞こ
えてもその後の質問の意
図が違う場合もあるため
規定は一概に定めない。

従前も数値等は質問でき
たので、特に定めない。
また繰り返しの質問、攻
め立てるような質問は委
員長の議事整理権で止
める。

同じ質問をして議員の質
を下げる質問は行わな
い。
同趣旨の質問も視点を
変えて、質問の角度を変
えて質問することは認め
られる。

議論を深めるための数値
等を聞くのに制限をすべ
きではなく、質問のモラ
ルを高めるべきである。

議員のモラルを信頼し、
従前どおりで良い。

制限は不要 制限は不要

①答弁できない場合が増
えることが想定される。

詳細な数値等で答えられ
ない場合は、委員長が諮
り、資料回答（質問者の
み、または全委員）を認
めている。

答えられない場合は、や
むを得ないものとして認
める。

一問一答と一括質問に
おける違いはない。

従来どおり

従来どおり。
また、執行部が深夜まで
残業している状況があ
る。議員も執行部も質問
答弁の質を向上させるた
め、執行部が答えやすい
ように前もって調整を図
る。

正確な答弁を得るため。
通告はしなくても事前に
質問事項を伝えても良
い。

従来どおり。
資料の準備がないと答え
られない質問は、自発的
に通告するなど配慮して
から質問に臨む。

従来どおり

従来どおり。
他市のように休憩して調
べてもらうことを委員長
の議事整理権で決めても
いいのではないか。
また、執行部が必要であ
れば非公式（個別）に質
問を聞き取る。

②説明員の手持ち資料
作成の負担増が懸念さ
れるがどう対応するか。

－
説明すべきものは準備し
てもらう。

執行部は審査時間の長
時間化は指摘している
が、答弁は問題とは思っ
ていないので、そのまま
で良い。

市民のための審査を行う
ためやむを得ないものと
して、資料は準備しても
らう。

説明すべきものは準備し
てもらう。

説明すべきものは準備し
てもらう。

説明すべきものは準備し
てもらう。

説明すべきものは準備し
てもらう。

9 審査日数 ２日 ２日 ２日 ２日 ２日 ２日 ２日 ２日 ２日

10 審査時間
原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

原則として10:00から
17:00まで

11 実施時期 － 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議 全体がまとまったら協議

12
　
そ
の
他

審査時間の延長、資料
作成の増加により、執行
部職員の負担、残業の
増加による人件費の増
加が懸念されるが、対応
や考慮はするのか。

－
特段の対応、考慮はしな
い

本当に重要な審議であ
れば仕方がない。
問題があれば検討する。

特段の対応、考慮はしな
い

執行部が深夜まで残業し
ている状況がある。議員
も執行部も質問答弁の質
を向上させなければなら
ないので、早めに知らせ
る。

議員としては質の高い質
問をする。

本当に重要な審議であ
れば仕方がない。
問題があれば検討する。

特段の対応、考慮はしな
い

特段の対応、考慮はしな
い

13
上記以外に追加する事
項

－ － － － － － － －

8
　
答
弁


